
議案第 21 号 

 

公の施設の区域外設置に関する協議について 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の３第１項の規定により、別紙協議書のと

おり岡山県鏡野町から協議があったので、同条第３項の規定により、本議会の議決を求める。 

 

  平成 29 年３月８日 

三朝町長 吉 田 秀 光 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

公の施設の区域外設置に関する協議書 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の３第１項の規定により、高清水トレッキ

ングコースを鳥取県三朝町の区域に下記のとおり設置する。 

   

平成 29 年  月  日 

 

鏡野町長 山 崎 親 男 

三朝町長 吉 田 秀 光 

 

記 

 

１ 施設の名称 高清水トレッキングコース 

２ 設置の目的 森林や自然に触れ合うことにより、山の大切さなどの理解を深める機会を

つくり、また町民の健康増進を図ることを目的とする。 

３ 設置の場所 鳥取県三朝町大字木地山 1240-1 地番の一部 

４ 経費の負担 施設の設置及び維持管理に関する経費については、鏡野町が負担する。 

５ 位 置 図 別紙のとおり 
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